
様式第１号 

 

令和８年２月２４日 

 

 

 福岡県知事 殿 

 

 

申請者の住所 ○○市○○区○○×－× 

商号又は名称 株式会社○○  

代表者役職・氏名 代表取締役  福岡  太郎  

（自署又は記名押印） 

 

 

令和７年度福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金（令和７年１２月補正分） 

交付申請書 

 

 このことについて、別紙事業計画書のとおり事業を実施したいので、福岡県中小企業生産

性向上・賃上げ緊急支援補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて、

下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額 ２２，５００，０００ 円 

 

２ 申請者調書   （様式第１号の２） 

 

３ 役 員 名 簿   （様式第１号の３） 

 

４ 事業計画書   （様式第１号の４） 

 

５ 生産性向上計画書  （様式第１号の４ 別添） 

 

６ 補助対象経費収支予算書 （様式第１号の５） 

 

７ 暴力団排除に係る誓約書 （様式第１号の６） 

 

８ 事業実施に係る誓約書  （様式第１号の７） 

 

９ その他知事が必要と認める書類 

 

  

印 



様式第１号の２ 

申 請 者 調 書 

＜申請者調書 記載要領＞ 

 

※1 申請者調書には、補助金の交付申請者の概要をご記入ください。 

※2 パートナーシップ構築宣言の有無を記載ください。  

（宣言受付窓口：（公財）全国中小企業振興機関協会） 

※3 パートナーシップ構築宣言に記載の日付を記載してください。 

企 業 名 株式会社○○ 

業 種 大分類 E 製造業 中分類 26 生産用機械器具製造業 

本 社 住 所 
〒000-0000 

○○市○○区○○×－× 

交付対象物の 

設置場所 

〒000-0000 本社住所と同じ□  （県内設置が必須） 

○○市○○×－××－× 

補助金担当者 

連 絡 先 

役職 ○○部長 氏名 福岡 次郎 

住所 
〒 本社住所と同じ□  設置場所と同じ■ 

 

電話番号 000-000-0000 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ～～～～@～～～～ 

資本金 1,000万 円 

従 業 員 数 10 名  （うちﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ 2 名）  

ＨＰ URL: https://www.～～～ 

事 業 内 容 機械部分品の製造 

加点

項目 

パートナーシップ 

構築宣言の有無※9 
有 ・ 無 宣言日※10 令和５年８月２日 

支援担当アドバイザー名 福岡 花子 

事業概要が分かるパンフレ

ット、チラシ、HP のコピー

等を添付してください。 



記載例 

様式第１号の３ 

役 員 名 簿 

（企業名 株式会社○○ ） 

役職名 

氏名カナ 

(半角ｶﾅ、姓と名は 

半角スペースで分ける) 

氏名 

(全角、姓と名は 

全角スペースで分ける) 

生年月日 性別 

男性：

M 

女性：

F 

元号 

大正：T 

昭和：S 

平成：H 

年 月 日 

代表取締役 ﾌｸｵｶ ﾀﾛｳ 福岡 太郎 S 00 00 00 M 

取締役 ﾌｸｵｶ ｳﾒｺ 福岡 梅子 S 00 00 00 F 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 （注）１ 役員全員を記載してください。 

２ 必要に応じて適宜、行を追加してください。 



記載例 

様式第１号の４ 

事 業 計 画 書 

 

企業名 株式会社○○ 

１ 補助区分※3 大規模支援  ・  小規模支援 

２ 補助率※4 ３分の２ ・ ４分の３ 

３ 事業実施の背景・ 

必要性※5 

なぜ事業の実施が必要なのかが分かるように、現在の状況や課題を

具体的に記載してください。 

 

（例） 

・○○の工程を毎日○○人が手作業で行っており１日あたり〇〇時

間かかっている 

・手作業での確認漏れによる手戻りが１月あたり○○時間ある 

・○○機械を使用しており、１年あたり○○量のエネルギーを必要

としている。 

 

４  事業の具体的な

内容※ 6 

（１）導入する設備等の名称、型番、金額  

・○○機 ○○型 XX-XXXX 25,000,000円 

 補助対象経費の「省力化による生産性向上に効果的な装置の購

入」に該当 

 

・○○システム クラウド版（４か月分） 5,000,000円 

 補助対象経費の「省力化による生産性向上に効果的なクラウド

サービスの使用料」に該当 

 

（２）取り組む内容  

２の課題を解決するために取り組む事業の内容を具体的に記載し

てください。 

 

（例） 

・○○の工程において○○機械を導入することにより○○工程を自

動化し時間短縮を図る 

・○○機械に○○という改良を行うことにより、生産性の向上やコス

ト削減を図る 

・○○機械に○○ができる治具を取り付けることにより必要な人数

を減らすことができる 

※導入する設備全てについて必ず記載してください。 

※パソコン等の汎用性がある設備については、特に必要性を具体的

に記載してください。 



記載例 

４  事業実施により

期待される効果※ 7 

（１）定性的効果  

３の取組による効果を具体的に記載してください。 

 

（例） 

・機械化することにより、従業員の肉体的負担を軽減できる 

・長時間労働が改善され、従業員の定着と新規採用が見込まれる 

・低コストかつ短納期で製造が可能になるため、顧客満足度を向上さ

せることができる 

 

（２）定量的効果  

（例） 

・○○を導入することにより○○工程に必要な人数が○○人から

○○人へ減少する 

・必要な時間が○○時間から○○時間へ減少する 

・必要なエネルギー量が○○から○○へ減少する 

①人数が減ることにより費用が○○円から○○円へ減少する 

②時間が減ることにより費用が○○円から○○円へ減少する 

③使用エネルギーが減ることにより費用が○○円から○○円へ減少

する 

 

（３）投資回収期間  

（例）  

・年間効果額  ①＋②＋③＝ 22,876,543円  

・投資額    30,000,000円  

・投資回収期間  30,000,000÷22,876,543円＝約 1.3年  

※計算方法も記載してください。 

 

５  事業場内最低賃

金時給換算額※ 8 

基準となる  

締日又は支給日  

（ a）  

補助事業終了時直近

の締日又は支給日 

（b） 

賃金引き上げ額  

（ b-a）  

令和７年１２月  令和８年１０月  

1,200 円  1,500 円  300 円  

６  事業スケジュール
※ 9 

（１） 交付決定  ４月１日  

（２） 発注  ４月上旬  

（３） 納品  ６月下旬  

（４） 運用  ７月上旬～８月上旬  

（５） 効果の検証  ８月中旬～９月下旬  

（６） 実績報告  １０月上旬  

 

  



記載例 

＜事業計画書 記載要領＞ 

※1 用紙が足りない場合は適宜追加（目安：５枚以下。）してください。 

※2 参考となる資料がある場合は添付（目安：３枚以下。）してください。 

※3 該当する方を選択してください。 

※4 希望する方を選択してください。３分の２を選択する場合は事業場内最低賃金（時給換算額）

３０円以上の賃上げ、４分の３を選択する場合は６０円以上の賃上げが補助要件となります。 

※5 自社を取り巻く業況や生産性向上にあたっての課題など、事業実施の必要性を具体的に記入し

てください。 

※6 生産性向上を効果的に図るために取組む内容を記入してください。 

※7 「３  事業の具体的な内容」により生産性向上の取組みを実施した結果、現状に比べ、どの

ように生産性向上が図られるのか（定性的、定量的）を具体的に記入してください。 

※8 時給換算額は、次の計算方法で計算してください。 

（基本賃金＋最低賃金の対象となる手当）÷１か月平均所定労働時間 

＊ 最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金であり、実際に支払われる賃金か

ら次の賃金を除外したものとする 

・ 臨時に支払われる賃金(結婚手当 等) 

・ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与 等) 

・ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金 等) 

・ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金 等) 

・ 午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間

の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金 等) 

・ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

＊ 金額の根拠が分かる賃金台帳の写しを添付すること 

※9 機械装置、治具等の購入等に係る日数など、「３  事業の具体的な内容」に記載した内容に

ついて全て記入してください。 

 



記載例 

（様式第１号の４別添） 

生産性向上計画書 

単位：千円 

  申請時の直近期末

(a) 

(令和７年３月期) 

補助事業終了月を

含む決算期末 

(令和８年３月期) 

1 年後(b1) 

(令和９年３月期) 

2 年後(b2) 

(令和１０年３月期) 

3 年後(b3) 

(令和１１年３月期) 

3 年後/直近期末 

(b3 / a )×100

※8 

備考 

① 売 上 高 180,098 182,866 185,676 188,530 191,428 106.3 ％  

② 営 業 利 益 8,707 
9,734 

10,883 12,166 13,602 156.2 ％  

③ 
人 件 費
※3 

74,039 76,257 78,541 80,893 83,316 112.5 ％  

④ 
減価償却費
※4 

10,696 9,162 7,848 8,633 7,770 72.6 ％  

⑤ 
付加価値額
※5 

93,442 95,153 97,272 101,693 104,687 112.0 ％ ②+③+④ 

⑥ 
従 業 員 数
※6 

10 10 11 11 11 110.0 ％ 単位：人 

⑦ 
労働生産性
※7 

9,344 9,515 8,843 9,245 9,517 101.9 
％ 

(c) 
⑤÷⑥ 

  

次ページの「生産性向上計画書記載要領」を参照し記入してください。 

 

【主な留意事項】 

・千円未満を四捨五入して千円単位で記載 

・⑤付加価値額＝②営業利益＋③人件費＋④減価償却費 

・⑦労働生産性＝⑤付加価値額÷⑥従業員数 

・「３年後/直近期末(b3/a)×100」の数値は、少数点以下第２位を四捨五入 

補助事業終了後の直近

の決算期末について記

載してください。 

１年後 １年後 １年後 



記載例 

 

＜生産性向上計画書 記載要領＞ 

※1 数値は千円未満を四捨五入して千円単位で記載し、表上の計算を一致させてください。 

※2 創業間もなく直近期末欄が記入できない場合は、１年後以降の見通しを記入してください。 

※3 ③人件費については、下記を含んだ総額としてください。 

・ 売上原価に含まれる労務費（福利厚生費、退職金等を含むもの） 

・ 一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入、福利厚生費、法定福利費、退職金及び退職給与引当金繰入  

・ 派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用 

＊ 利益処分の結果の役員賞与、役員退職積立金は含めない 

※4 ④減価償却費については、下記を含んだ総額としてください。 

・ 製造原価、売上原価、一般管理費に含まれる減価償却費、リース・レンタル料、繰延資産償却 

※5 ⑤付加価値額＝②営業利益＋③人件費＋④減価償却費 

※6 ⑥従業員数については、下記のとおりとしてください。 

・ 会社役員も従業員に加えること 

・ 派遣労働者や短時間労働者に係る経費を人件費に算入した場合、従業員に加えること 

・ 従業員にパートなどの短時間勤務者がいる場合、フルタイムに換算して従業員数に加算すること 

（例：４時間勤務のパートが２名いる場合、従業員数を１名加算） 

・ フルタイム換算の結果、小数点以下の端数が生じた場合、四捨五入して整数とすること 

※7 ⑦労働生産性＝⑤付加価値額÷⑥従業員数 

※8 「３年後/直近期末(b3/a)×100」の数値は、少数点以下第２位を四捨五入してください。 

 



記載例 

様式第１号の５ 

補助対象経費収支予算書 

○支出の部                  単位：円 

名 称 

（導入する設備、受講する講座名など） 

単価 

（税込） 

a 

数量 

b 

補助事業に 

要する経費 

（税込）c=a×b 

補助対象経費 

（税抜） 

d 

見積徴取先 
見 積 

年月日 

見 積 

取得数 

○○機 ○○型 XX-XXXX 27,500,000 1 27,500,000 25,000,000 （株）□□ 
令 和 8 年 2

月17日 
2 

○○システム クラウド版（４か月分） 1,375,000 4 5,500,000 5,000,000 （株）△△ 
令 和 8 年 2

月20日 
2 

        

        

合 計 33,000,000 
e 30,000,000 

(千円未満端数切捨て) 

※ 様式第 1 号の４ 事業計画書「３ 事業の具体的な内容」に記載した内容に沿って、記載すること。 

※ 金額の根拠がわかる見積書・相見積書及び装置等の内容が分かるカタログ・講座内容等の写しを添付すること。 

※ 原則２社以上から見積書を徴収し、最も安価な金額を記載すること。 

※ e×2/3 もしくは 3/4 を様式第１号の補助金交付申請額（f 県補助金とも一致）とすること。 

ただし、e×2/3 もしくは 3/4 が補助上限額を超える場合は、補助上限額を補助金交付申請額とすること。 

○収入の部          単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  e と g の金額が一致すること。  

区 分 収入予定額  

県補助金 f 22,500,000 ※(千円未満端数切捨て) 

自己資金 2,500,000  

借 入 金 （融資元・融資制度名： ○○銀行 ○○支店 ） 5,000,000  

そ の 他   

合 計 g 30,000,000  

「（様式第１号）交付申

請書」の「交付申請額」

と一致します。 

「〇支出の部」の「補助対象経費（税抜）」

の合計と一致します。 

２社から見積書を徴収した

場合は「２」になります。 

（様式第１号の４）事業計画書で選択した補

助率に基づき計算します。 

（賃上げ３０円以上 2/3、６０円以上 3/4） 



記載例 

様式第１号の６ 

暴力団排除に係る誓約書 

 

令和８年２月２４日 

 

 

福岡県知事 殿 

 

 

申請者の住所 ○○市○○区○○×－× 

商号又は名称 株式会社○○ 

代表者役職・氏名 代表取締役 福岡 太郎 

（自署又は記名押印） 

 

 

 福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金（令和７年１２月補正分）の交付申請

に当たり、申請者及び申請者の全役員は下記のことを誓約します。 

 

 この誓約の内容と事実が反することが判明した場合は、当該事実に関して福岡県が行う一

切の措置に対して異議の申立てを行いません。 

 また、福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金（令和７年１２月補正分）の交

付決定後にこの誓約の内容と事実が反することが判明し、交付決定の全部又は一部が取り消

された場合には、福岡県に対し、当該補助金の全部又は一部を返還します。 

 なお、この誓約書の内容について、福岡県が福岡県警察本部に照会することを承諾します。 

 

記 

 

１ 申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。以

下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団ではありません。 

２ 申請者は、法第２条第６号に規定する暴力団員が役員等になっている団体ではありませ

ん。 

３ 申請者は、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員等になっている団体

ではありません。 

４ 申請者及び申請者の役員等は、次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団

体ではありません。 

（１）暴力団員が事業主又は役員に就任している団体 

（２）暴力団員が実質的に運営している団体 

（３）暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している団体 

（４）契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結

している団体 

（５）暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している団体 

（６）暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している団体 

５ 申請者が実施する事業(事業の準備を含む。）により暴力団を利することとならないよう

にするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力します。 

６ 上記のほか、関係法令を遵守するとともに、暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏

な生活の確保及び福岡県における社会経済活動の健全な発展に寄与します。  

印 



記載例 

様式第１号の７ 

事業実施に係る誓約書 

 

令和８年２月２４日 

 

 

福岡県知事 殿 

 

 

申請者の住所 ○○市○○区○○×－× 

商号又は名称 株式会社○○ 

代表者役職・氏名 代表取締役 福岡 太郎 

（自署又は記名押印） 

 

 

 福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金（令和７年１２月補正分）の交付申請

に当たり、下記のことを誓約します。 

 

記 

 

１ 従業員を雇用している場合、補助事業終了時までに、事業場内最低賃金を３０円以上引

上げること。 

 現在雇用している従業員がおらず、かつ、今後従業員を雇用する場合は、雇用時から補

助事業終了時までに、事業場内最低賃金を３０円以上引上げること。 

 

２ 福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金（令和７年１２月補正分）の交付決

定後に、補助要件である「事業場内最低賃金の引上げ」が達成されなかった場合、交付決

定が取り消され当該補助金が支払われないことについてあらかじめ承諾し、異議の申立て

を行わないこと。また、福岡県から当該補助金の返還指示があった場合、福岡県に対し当

該補助金を返還すること。 

 

３ 福岡県中小企業ＤＸ推進センターに申込み、真摯に生産性向上に取り組むこと。また、

事業終了後も、継続して生産性向上を進めること。 

 

４ 福岡県中小企業生産性向上・賃上げ緊急支援補助金（令和７年１２月補正分）交付要綱

第２０条の規定に基づき、補助事業終了月を含む決算期末及びその翌年度から３年間、県

に事業成果を報告すること。 

 

５ 事業成果について、事例集への掲載や講演会、シンポジウム等での事例発表を県から依

頼されたときは、できる限り協力するとともに、自らも積極的に公表すること。また、他

の県内中小企業からの問い合わせ等にも真摯に対応すること。 

 

 

印 


